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議
第
69
号　
高
島
市
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
が
、
本
年
３
月
31
日
お
よ

び
４
月
30
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
全
て
の
ひ
と
り
親
家
庭

に
対
し
て
同
一
の
「
ひ
と
り
親
控

除
」
を
適
用
す
る
こ
と
の
ほ
か
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

の
影
響
を
受
け
、
売
り
上
げ
が
減

少
し
た
中
小
企
業
等
に
対
し
、
償

却
資
産
お
よ
び
事
業
用
家
屋
に
係

る
固
定
資
産
税
の
軽
減
措
置
を
講

じ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
。

　

本
人
が
女
性
で
扶
養
親
族
が
子

ど
も
の
場
合
、
ひ
と
り
親
控
除
と

寡
婦
控
除
の
両
方
控
除
が
受
け
ら

　

こ
の
ほ
か
、
議
第
71
号
、
議
第
72

号
の
２
議
案
は
、
い
ず
れ
も
「
可
決

す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

議
第
73
号　

高
島
市
附
属
機
関
設

置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

案　

本
市
に
お
け
る
障
が
い
福
祉
施

策
の
基
本
と
な
る
「
障
が
い
者
計

画
」「
障
が
い
福
祉
計
画
」「
障
が

い
児
福
祉
計
画
」
の
３
つ
の
計
画

を
一
体
的
に
策
定
す
る
た
め
「
高

島
市
障
が
い
者
計
画
等
策
定
委
員

会
」
に
名
称
を
改
め
る
も
の
。

採
決
の
結
果

「
全
員
賛
成
」
で
可
決
す
べ
き
も
の

議
第
74
号　

高
島
市
病
院
事
業
の

設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案

　

令
和
２
年
４
月
の
診
療
報
酬
改

定
に
よ
り
、
紹
介
状
を
持
た
ず
に

受
診
さ
れ
た
場
合
の
選
定
療
養
費

を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
病

院
の
定
義
が
２
０
０
床
以
上
に
変

更
さ
れ
た
た
め
、
条
例
改
正
を
行

う
も
の
。
令
和
２
年
10
月
１
日
か

ら
施
行
と
な
り
ま
す
。

初診時選定療養費（医科） ５，０００円（税別）

初診時選定療養費（歯科） ３，０００円（税別）

再診時選定療養費（医科） ２，５００円（税別）

再診時選定療養費（歯科） １，５００円（税別）

れ
る
と
い
う
こ
と
か
。

　

ひ
と
り
親
控
除
は
、
子
を
有
す

る
方
の
控
除
に
な
り
ま
す
。
ひ
と

り
親
を
除
く
寡
婦
の
方
に
つ
い
て

は
、
子
を
有
し
な
い
場
合
に
も
、

要
件
に
よ
り
寡
婦
控
除
を
受
け
ら

れ
る
制
度
に
な
り
ま
す
。

採
決
の
結
果

「
全
員
賛
成
」
で
可
決
す
べ
き
も
の

議
第
70
号　
高
島
市
国
民
健
康

保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

　

土
地
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
本
年
３
月
31
日
に
公

布
さ
れ
、
本
年
７
月
１
日
か
ら
令

和
４
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
低

未
利
用
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の

長
期
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
が
創

設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
国
民
健

康
保
険
税
の
所
得
割
額
の
算
定
等

に
関
し
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の
。

採
決
の
結
果

「
全
員
賛
成
」
で
可
決
す
べ
き
も
の

採
決
の
結
果

「
全
員
賛
成
」
で
可
決
す
べ
き
も
の

○初診時選定療養費
　他の医療機関からの紹介状をお持ちでなく、高島市民
病院を初診で受診される場合

○再診時選定療養費
　病状が安定し、他の医療機関へ紹介させていただいた
後、紹介状をお持ちにならずに再度、高島市民病院の受
診を希望された場合
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